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第３回三重県産材利用促進に関する条例検討会（議事概要） 

 

日 時：令和２年３月２日（月）16:45～17:12 

場 所：議事堂６階 601 特別委員会室 

出席者：三重県産材利用促進に関する条例検討会委員 11 人 

    農林水産部 横澤篤 森林・林業経営課長 

    議会事務局 袖岡静馬 政策法務監 

資料：第３回 三重県産材利用促進に関する条例検討会 事項書 

農林水産部提出資料 三重県内の建築物における利用木材の調達先内訳（推計

値） ほか 

資料１ 木材利用促進等に関する法律について 

資料２ 「三重の森林づくり条例」について 

資料３ 他県における県産材利用促進等に関する条例について 

資料４ 「三重県産材利用促進に関する条例（仮称）」の方向性の検討につい

て 

参考資料 

別冊参考資料 他県における県産材利用促進に関する条例集 

 

田中座長 

 それでは、ただ今から第３回三重県産材利用促進に関する条例検討会を開催いたし

ます。 

会議の事項に入ります。 

本日は、前回の第２回検討会で委員から質疑のあった事項について、農林水産部か

らの補充説明の聴取を行います。木材利用促進等に関する法律、三重の森林づくり条

例及び他県における県産材利用促進等に関する条例についての調査、また、本検討会

で制定を目指す条例の方向性については、次回、協議をお願いしたいと考えておりま

す。 

それでは、農林水産部から補充説明を聴取いたしますので、農林水産部、よろしく

お願いをいたします。 

よろしいですか。はい、横澤課長。 

 

横澤課長 

そうしましたら、お手元にあります「三重県内の建築物における木材利用の調達先

内訳（推計値）」という資料、全部で３ページですけれども、こちらで説明をさせて

いただきます。 

いただいておりました追加の案件が２件ございます。１つが、三重県内の建築物で

どのぐらい県産材が使われているのかという数値ということになります。 
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直接的な統計というのはないものですから、「木材需給報告書」という国の資料、

それから「三重県統計書」という２つの資料を主に用いまして、建築物に使用される

木材量、それから県内で販売されている県産材の量とか、そういったものをいろいろ

組み合わせて推計した結果というのが、こちらのデータでございます。 

それによりますと、こちらの横長の帯グラフですけれども、県産材、県内の森で育

った木で県内の製材所で製材されたものというのが、一番左側の「県産材」で 15％ぐ

らいということになっております。それから、県内の製材所さんが、県外の森ででき

た木から作って製材したものというのが「県外材」ということで、左から２番目で９％。

いうことで、ここまで、県内の製材所で生産している国産材ということでいうと 24％

ということになります。 

それから、県外製材所由来ということで、県外の製材所さんが、国内で育った木か

ら作った製材品、すなわち「国産材」ということで、真ん中あたりになるんですけど、

それが大体 24％。申し訳ないんですけど、ここの内訳で、三重県の木が他県に出てい

って製材されて戻ってくるというところまでは、ちょっと推計ができないので、そこ

はもう 24％で国産材ということで、１本にしてあります。 

それで、その３つの数字、15％と９％と 24％というのを合わせると、大体 48％程

度が「国産材」、国内の木で作られた製材品ということになろうかというのが、推計

でございます。以上が１点目でございます。 

続いて、２つ目です。学校等施設で木造・木質化がこれまでどのぐらい行われてき

たのかというのが、２枚目の資料になります。元になりましたのが、教育委員会事務

局が、毎年、文部科学省に対して報告をしている「木材利用状況調査」、それから、

令和元年度以降の部分はまだ文科省に対して正式に報告をしていませんので、森林・

林業経営課で独自に調査をしている部分ということになります。 

全体として見まして、数字上、合計欄のところ見ていただきますと、平成 22 年か

ら令和２年度までの間で、小学校、中学校、高等学校、それから特別支援学校で行わ

れた新改築、改修工事と言われるものの中で、木造・木質化の取組が行われているの

が全体で８割程度ということになっています。 

この数字だけ見ますと、結構頑張っているのかなというふうにも見えるんですけれ

ども、この数字は、校舎以外に学校の施設内にある倉庫とか、そういったものも入っ

ているというのが１点。それから、木質化というのもいろいろレベルがございます。

木質化の中にも、県産材ではなくて外材といったものを使っているケースというのも

あるので、そういったところで、まだまだ県産材に置き換えるとか、もうちょっと木

質化量を増やすとか、そういった取組、働きかけというのは可能ではないかなという

ふうに思っているところでございます。 

３枚目は、その数字を市町別にばらしたものということになります。サンプル数が

少ないのであまり統計的な意味はないんですけれども、参考までということでござい

ます。説明は、以上です。 
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田中座長 

はい、ありがとうございました。ただいまの説明を受けまして、委員の皆様方から

質問があれば、お願いをいたします。 

西場委員。 

 

西場委員 

木質化というのは、ごく一部でも使われていたら木質化なのですか。その内容につ

いて説明してください。 

 

田中座長 

はい、横澤課長。 

 

横澤課長 

木質化というものの中には、もちろん床を木にするといった大きなものもあります

けれども、本当にワンポイントで木を使うというようなものも含まれております。 

 

田中座長 

はい、よろしいですか。他にご質問のございます方。 

今井委員。 

 

今井委員 

１枚目のところで、「建築物における」ということなんですけれども、この「建築

物」というのは、大きな建物から個人の住宅やそういったものまで全部含まれている

んですか、ということと、それによって変わってきますけれども、先程の学校で言う

「木質化」のように、一部でも使われているもの、木造で建てられているもの、そう

いったものがあると思うんですけど、その辺のこの数字全体の見方をどのように考え

たらいいのか。 

 

田中座長 

はい、横澤課長。 

 

横澤課長 

この推計の元になった「三重県統計書」というのが、三重県における着工建築物の

床面積ということで、建物の規模については、特段、差別していないということなの

で、住宅から大きなものまで入っています。 

 

田中座長 

はい、よろしいですか。他にご質問のございます方。 
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中瀬委員。 

 

中瀬委員 

３ページ目のこの数字ですが、例えば、今年１つ部屋を直して、来年にまた部屋を

直すと、「２」というカウントになるんですか。 

 

田中座長 

はい、横澤課長。 

 

横澤課長 

はい。年度ごとの工事ということになりますので、そういう計算になります。 

 

田中座長 

よろしいですか。他にご質問のございます方。 

中森委員。 

 

中森委員 

確か平成 21 年だったと思うんですけれども、法律が制定されて、その後のデータ

がここに表れているというふうに認識しておりまして、その法律の趣旨に沿っている

市町が、結果的にちょっとばらつきがあるかなというふうにもお見受けするところで

す。０というのは特別であるとして、評価件数というか、元が少ないので、これは分

析しにくいんですけれども、毎年、毎年こうやって、もう 10 年近くなるんですが、

県の教育委員会から各市町に対する行政的な法律の趣旨に沿った指導というか、内容

が、このグラフだと、年によってぐーっと上がってくるというのではなく、バラバラ

というような感じで、この 10 年間の教育委員会の動きが、これではちょっと見えな

いと思うんですけれども、その辺のことについては何かないですか。何かデータとか、

そういうことをしたにもかかわらずできなかったとか、原因がここにあるとか、そう

いうのはわかりませんか。 

 

田中座長 

はい、横澤課長。 

 

横澤課長 

委員にもおっしゃっていただいたとおり、そもそもの件数が少ないということがあ

って、特に市町村別にばらしてしまった場合、たまたま木質化に取り組みやすい更新

があるとか、木造化しやすい工事があるといったところの数字が上がってくるような

形が続いているということなので、ちょっと傾向的に増えてきている、減ってきてい

るというのを申し上げるのは、なかなかこのデータからは難しいかなと思います。 
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あと、県の働きかけというところで申し上げますと、なかなか市町までというとこ

ろでいくと、働きかけがまだまだ十分じゃないかなということを今思っています。な

ので、農林水産部として、今年度あたりから、市町の営繕担当者に対して直接的に、

木質化・木造化といったものについてこんな方法があるよ、といったような研修会も

実施を始めたところという状況です。 

 

田中座長 

はい、中森委員。 

 

中森委員 

私の知る限り、もちろん新築とか改築とかの場合は、国の補助を受けたり、場合に

よっては国の負担金をいただいたり、そういうような国のお金をいただいていまして、

市町立の小・中学校、県立学校も当然、国の支援をいただいていて、そのときには、

設計指針などの中には、少なくとも法律に定められているこの公共建築物の木材利用

に関することがそもそもあるわけでございますので、当然その辺を包含した内容の指

導というのは一定あるのが一般的ですけれども、残念ながら、ここには結果的に表れ

ていないというのは、補助を受けていない単独事業があったり、軽微なところがあっ

て、木造に至らない何かの事象があるのかなというふうに推測されるんですけれども、

今後、やはりこういう機会に、せっかくの県の指針があるわけですので、その辺はし

っかりと徹底してほしいなと。これは感想ですけれども、これは今後の課題です。 

もう１点ちょっと質問するのは、公共建築物には、当然、学校はもちろん目立つん

ですけれども、いわゆる福祉施設など、公共建築物というのが定義付けられておりま

すので、保育所とか、福祉介護施設、老人関係施設も、三重県の有する公共建築物の

中に広く入っているというふうに理解しているんですけれども、その点についてのデ

ータというのは、今日はお示しがなかったもので、学校以外の公共建築物の木造・木

質化のデータというのは、ないわけですか。 

 

田中座長 

横澤課長。 

 

横澤課長 

今、数字としてまとめてはいないんですけど、例えば保育所などについて、前回お

配りしました県産材の利用事例集で把握しているものを重ねていくと、同じような表

にはなるかなと思います。ただ、あれも網羅的ではない数字ですので、全部を悉皆で

調べているかということになると、まだ数字がないです。 

 

田中座長 

はい、中森委員。 
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中森委員 

わかりました。また、我々が調べたらいいわけですので、そういうのをしながら、

今後、現状をやっぱり知った上で、不足するところをどういうように補っていくかと

いうところが、条例化に対する我々の与えられたところかなという気がしましたので、

また今後、検討していきたいと思っています。 

 

田中座長 

はい、杉本委員。 

 

杉本委員 

学校の方の木材利用状況調査の調査票というのは、文科省から同じものが、各学校、

各市町に配付されているんですかね。 

 

田中座長 

はい、横澤課長。 

 

横澤課長 

すみません。こちらの調査自体が、教育委員会事務局経由で行っているので、不勉

強で申し訳ございませんが、わからないです。 

 

田中座長 

はい、杉本委員。 

 

杉本委員 

また、こちらで調査したらいいと思うけど、これは、同じものをある市町ではカウ

ントし、ある市町ではカウントしなかったりとか、カウントの仕方が違うとか、そう

いうことは考えられるということですね。また、調査したいと思います。 

 

田中座長 

他にご質問のございます方。 

はい、山本佐知子委員。 

 

山本（佐）委員 

先程、木質化はほんのちょっとのピンポイントでもカウントされているということ

だったんですけれども、私達はこれから条例を作るに当たって、質や内容というもの

をやっぱり見ていかなければいけないと思いますので、本当にこれからも、ちょっと

の木質化もカウントするのか、あるいは、やっぱりなるべく使ってもらうように、延
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べ面積の何％はできるだけやりましょうみたいな、そういうのを具体的に考えるのか。

それは、これからの課題なのかなというのを、今、お話を伺って思いました。コメン

トだけです。 

 

田中座長 

はい、他にご質問のございます方。 

濱井委員。 

 

濱井委員 

ちょっとだけでも、立米で表してありますから、計算はできるということなんです

よね。それで、一番最初の表で、「県外製材所由来の国産材」とありますけれども、

これは県産材と県外材を合わせたということなんですね。もちろん県産材も入ってい

るんですね、この国産材というのは。 

 

田中座長 

横澤課長。 

 

横澤課長 

はい。三重県の木が、県の外へ出て行って、それが製材されて返ってくるというの

も、もちろん入っています。そこはちょっとしきれないので、一緒になっています。 

 

濱井委員 

ありがとうございます。 

 

田中座長 

よろしいですか。はい、他にご質問。 

山本里香委員。 

 

山本（里）委員 

先程から出ている、「ほんの少しでも学校の中で」というのは、例えば、この数字

を見ていたら、平成 20 年、23 年のあたりは少し多いような気がして、高等学校で少

し木質化というのが多いような気がするんですが、例えば、休憩室を作れというのは、

このあたりにも、その前ぐらいからあって、休憩室に畳を入れて、縁を木で作るだけ

とか、例えば、校務員室の建具で木が貼ってあるとか、そういうものもという話です

よね。「ちょっとでも」というのは、そういうことですよね。あと、特別準備室なん

かで、新しく改修したところの後ろ半分に使うとか、小学校なんかで、畳のところを

ちょっと段を上げて縁を作るというのも、これもみんな入っているということですよ

ね。「ちょっとでも」のレベルとして。 
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田中座長 

はい、横澤課長。 

 

横澤課長 

「ちょっとでも」と申し上げたのは、何立米以上という基準がなかったというふう

に聞いているので、市町の「これぐらいだったら、木質化に上げてもいいだろう」と

いうレベルが、先程の杉本先生からの質問にあったように、まちまちである可能性は

あります。それで、農林水産部的に「ちょっとでも」というときには、なるべく思い

としては、目につくところでワンポイント使ってもらうというのを、まずは一歩とし

て考えてほしいというのを、教育委員会事務局等にはお願いをしているということで

す。あんまり目立たないところに使っていただいてもしょうがないので。 

 

田中座長 

山本里香委員。 

 

山本（里）委員 

報告が結局、教育委員会でつかんでいるということだと思いますので、ここでは、

ちょっとでも目に見えるところだったらという認識であると、幅が広いということで、

確認をしました。ちょっとこの年代を見たときに、そんな時期かなと思ったので。は

い、終わります。 

 

田中座長 

はい、他にご質問のございます方。よろしいですか。はい。 

他になければ、農林水産部からの補充説明の聴取を終了いたします。 

農林水産部におかれましては、お疲れ様でした。退席をお願いいたします。 

次に、次回の第４回検討会の内容につきましては、県産材利用等の関係者の方をお

呼びして、意見聴取を行いたいと考えております。前回の第２回検討会で、人選は正

副座長に一任をいただきましたので、三重県木材協同組合連合会の方と、三重県木造

住宅協同組合の方にお越しをいただき、それぞれ三重県の木材産業を巡る現状と課題

等、三重県の木造住宅を巡る現状と課題等について、お話を伺いたいと考えておりま

す。 

また、本日できなかった資料説明及び協議につきましても、行いたいと思っており

ますので、今日出させていただいております資料は、次回、お持ちいただきますよう

にお願いをいたします。 

第４回検討会の日程ですが、お呼びする各団体と委員の皆様のご都合を伺った結果、

３月 17 日（火）午後１時 30 分からとしたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

（「結構です」の声あり） 
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はい。それでは、第４回は、３月 17 日（火）午後１時 30 分から開催したいと思い

ます。 

本日の議題は以上です。他に委員の方からご意見等がございましたら、発言をお願

いいたします。よろしいですか。 

はい、杉本委員。 

 

杉本委員 

教育委員会から、文科省から来ている調査用紙はどんな用紙とか、そんなのを手に

入れてもらうことができますかね。 

 

田中座長 

事務局、どうぞ。 

 

袖岡政策法務監 

議会事務局、袖岡でございます。失礼します。 

今、おっしゃっていただいたようなものを、教育委員会の方から取り寄せをさせて

いただくということでよろしいでしょうか。調査票がどのようなものかというふうな

ご趣旨でよろしかったでしょうか。 

 

田中座長 

はい、杉本委員。 

 

杉本委員 

はい。まずは、それが知りたいと思いました。 

 

田中座長 

では、事務局。 

 

袖岡政策法務監 

はい。では、そのように、取り計らわせていただきます。 

 

田中座長 

それでは、次回の検討会に提出をお願いしたいと思います。 

他に、ご意見等ございます方。 

はい、今井委員。 

 

今井委員 

教育委員会さんからもらってもらうのであれば、先程、中森委員が言われたように、
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公共建築物というのは、老人ホームとか、そういうのも入ってくるんですよね。です

ので、それに関わるものの何か数字があれば、出してもらえるものがあれば、いただ

きたいと思います。 

 

田中座長 

事務局。 

 

袖岡政策法務監 

老人ホームとか、そういう公共建築物に関する木造とかのデータというふうなご趣

旨かと思うんですけれども、ちょっとそこが、今、農林水産部の方では把握をしてい

ないというふうな状況がありますので、他で把握しているかどうかを含めまして、調

査はしてみたいと思います。もしデータがあれば、またお出しはしたいと思うんです

が、ちょっとそこは少しお時間をいただければと思います。 

 

田中座長 

はい、あれば出していただくということで。 

はい、中森委員。 

 

中森委員 

今度の資料１の 11 ページに、「公共建築物」の定義というのがあって、「公共建築

物」というのは、「学校、老人ホームや保育所等の福祉施設、病院又は診療所、体育

館等の運動施設、図書館等の社会教育施設、鉄道の駅等の公共交通機関の旅客施設、

高速道路のサービスエリア等の休憩所が定められている」ということで、これが「公

共建築物」だそうでございます。このデータが欲しいなということです。全部そろわ

なかったら、少なくとも、県で管轄するところだけでも。 

 

田中座長 

はい、事務局。 

 

袖岡政策法務監 

すみません。その辺のデータにつきましては、調査をさせていただいて、あるもの

についてはお出しさせていただきますし、なければまた少しご相談させていただきた

いと思います。 

 

田中座長 

はい、杉本委員。 

 

杉本委員 
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これって結局、県産材利用推進本部で、各部局に分かれて、これをやりましょうと

いうことでやってきたわけですから、これまでに本部で各部局に分かれて、どんなふ

うに推進してきたかというのがあれば、いただきたいんです。ないですかね。体制は

そういう体制だったと思うんですけれども。また、わかる範囲で。 

 

田中座長 

はい、事務局。 

 

袖岡政策法務監 

体制として、どういう取組をしてきたかというご趣旨でよろしければ、また農林水

産部の方と相談させていただきまして、何か資料がお渡しできるようであれば、また

お出ししたいと思います。 

 

田中座長 

はい、杉本委員。 

 

杉本委員 

ここに、駅とか書いてあったものですからね。駅なんかに「作ってね」という取組

を、例えば、県土整備部とかがやっていたのかなとか、そんなことがちょっと気にな

りましたので、そういう取組があれば、お聞かせいただきたいです。 

 

田中座長 

はい、よろしいですか。 

はい、事務局。 

 

袖岡政策法務監 

はい。そのようなデータにつきまして、また調査をさせていただきたいと思います。 

 

田中座長 

はい、他にご意見のございます方。 

西場委員。 

 

西場委員 

「農林水産部提出資料」と「資料１～４」の説明は、今日ありますか。 

 

田中座長 

今日は、ちょっと時間が押しておりますので、次回 17 日に改めて事務局から説明

してもらいます。 
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西場委員 

「農林水産部提出資料」と書いてあるんだけれども、これは全て農林水産部の提出

資料ではないのですか。 

 

田中座長 

 事務局。 

 

袖岡政策法務監 

 事項書をご覧になっていらっしゃるのかと思うんですけれども、すみません。この

最初に「農林水産部提出資料」と書いてございますのは、今説明のありましたＡ４横

の３枚ものでございまして、その下の「資料１」以下につきましては、これは県議会

事務局の方で作成したものでございます。 

 

西場委員 

 はい、わかりました。 

 

田中座長 

はい、よろしいですか。他にご意見等ございます方。 

よろしいですか。なければ、これで本日の会議は終了いたします。ご苦労さまでし

た。 

委員協議がございますので、委員の方以外は退室をお願いいたします。 


